
様式第４号（第８条関係） 

令和４年８月 12日現在 

 

番

号 
防火対象物の名称 防火対象物の所在地 

違反の内容 
公 表 日 管 轄 

公表該当違反事項 根拠法令等の状況 違反の位置等 

１ 北一ビル 郡山市清水台二丁目 13 番 29 号 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 平成 30 年５月７日 郡山消防署 

２ てる美ビル 郡山市安積三丁目 17 番地 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 平成 30 年９月 28 日 

郡山消防署 

安積分署 

３ 有限会社 
テル・コーポレーション 郡山市片平町字新蟻塚 133 

１.屋内消火栓設備未設置 

２.自動火災報知設備未設置 

消防法第 17 条 

第 1 項 

１.１階店舗部分 
２.建物全体 

平成 30 年 10 月２日 
郡山消防署 

喜久田基幹分署 

４ ディスカウントショップ 
古泉  船引店 田村市船引町笹山字岩ノ作 741 番地３ 屋内消火栓設備未設置 

消防法第 17 条 

第１項 
建物全体 平成 31 年２月 28 日 田村消防署 

５ 土屋ビル 田村市船引町船引字南町通 138 番地 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第１項 
建物全体 令和元年７月 24 日 田村消防署 

６ Ｋ'ｓビル 田村市船引町船引字下中田 30-１ 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第１項 
建物全体 令和元年８月８日 田村消防署 

７ JOB314 郡山市安積二丁目 98 番地 屋内消火栓設備未設置 
消防法第 17 条 

第１項 
建物全体 令和２年７月１日 

郡山消防署 

安積分署 

８ ELECT 郡山市安積二丁目 110 番地 屋内消火栓設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和２年７月１日 

郡山消防署 

安積分署 

９ 庵ぐら２号ビル 郡山市中町 12 番７号 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和３年３月 12 日 郡山消防署 

10 郡山アカデミービル 郡山市駅前一丁目 14 番３号 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和３年３月 29 日 郡山消防署 

※ 本違反公表制度は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置が是正されていない場合に実施するものですから、公表事実以外の消防法違反を存している防火対

象物もあります。 

 



様式第４号（第８条関係） 

□□○○へ令和令和令和令和４年８月 12日現在 

 

番

号 
防火対象物の名称 防火対象物の所在地 

違反の内容 
公 表 日 管 轄 

公表該当違反事項 根拠法令等の状況 違反の位置等 

11 ニューマリッチ菜根 郡山市菜根二丁目 10 番９号 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和３年５月 24 日 郡山消防署 

12 
ディスカウントショップ 
古泉 郡山亀田店 

郡山市下亀田 24 番地４ 屋内消火栓設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和３年７月 27 日 郡山消防署 

13 
日光塗料株式会社 
郡山営業所 

郡山市安積町荒井字南千保９番地１ 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和３年８月 12 日 

郡山消防署 

安積分署 

14 
ブイチェーン 
開成三丁目店 

郡山市開成三丁目９－１ 屋内消火栓設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和３年８月 16 日 郡山消防署 

15 大町三丁目横丁北側 郡山市大町一丁目２番 15 号 
屋内消火栓設備未設置 

自動火災報知設備未設置 

消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和３年 10 月１日 郡山消防署 

16 大町三丁目横丁南側 郡山市大町一丁目２番 15 号 
屋内消火栓設備未設置 

自動火災報知設備未設置 

消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和３年 10 月１日 郡山消防署 

17 吉田ビル 郡山市菜根一丁目 11 番５号 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和３年 11 月 19 日 郡山消防署 

18 ラポーザビル 郡山市愛宕町１番 27 号 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和３年 12 月 24 日 郡山消防署 

19 くさの貴金属店、FULL SPEC 郡山市中町 10 番７号 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和３年 12 月 24 日 郡山消防署 

20 セリア安積店 郡山市安積三丁目５番地 屋内消火栓設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
２階 令和４年１月 27 日 

郡山消防署 

安積分署 

※ 本違反公表制度は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置が是正されていない場合に実施するものですから、公表事実以外の消防法違反を存している防火対

象物もあります。 

 



様式第４号（第８条関係） 

□□○○へ令和令和令和令和４年８月 12日現在 

 

番

号 
防火対象物の名称 防火対象物の所在地 

違反の内容 
公 表 日 管 轄 

公表該当違反事項 根拠法令等の状況 違反の位置等 

21 岡部ビル 郡山市桑野三丁目 11 番 16 号 
１.屋内消火栓設備未設置 

 ２.自動火災報知設備未設置 

消防法第 17 条 

第 1 項 

1.１階 

2.建物全体 
令和４年２月９日 郡山消防署 

22 柳沼ビル 郡山市麓山一丁目３番１号 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和４年２月 14 日 郡山消防署 

23 ワンのシューケル 郡山市神明町 10 番８号 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和４年２月 18 日 郡山消防署 

24 大黒屋書店 郡山店 郡山市小原田二丁目 29-５ 屋内消火栓設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和４年２月 21 日 郡山消防署 

25 
株式会社ブイワン 
業務スーパー大槻店 

郡山市大槻町字小山田前 125-１ 屋内消火栓設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和４年３月 10 日 

郡山消防署 

大槻基幹分署 

26 羅布乃瑠紗羅英慕 郡山店 郡山市並木四丁目６-19 
屋内消火栓設備未設置 

自動火災報知設備未設置 

消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和４年３月 11 日 郡山消防署 

27 フローラルビルＡ棟 郡山市八山田４丁目 55 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和４年４月 22 日 

郡山消防署 

富久山分署 

28 ホテル ルナ 郡山市喜久田町字菖蒲池 23 番地の 55 屋内消火栓設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
２階 令和４年５月６日 

郡山消防署 

喜久田基幹分署 

29 有限会社大三元食品 郡山市菜根三丁目 12 番 12 号 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和４年５月 10 日 郡山消防署 

30 アライビル 郡山市朝日一丁目 14 番３号 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和４年５月 24 日 郡山消防署 

※ 本違反公表制度は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置が是正されていない場合に実施するものですから、公表事実以外の消防法違反を存している防火対象物

もあります。 
 



様式第４号（第８条関係） 

□□○○へ令和令和令和令和４年８月 12日現在 

 

番

号 
防火対象物の名称 防火対象物の所在地 

違反の内容 
公 表 日 管 轄 

公表該当違反事項 根拠法令等の状況 違反の位置等 

31 シキビル 郡山市久留米三丁目 96 番４号 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和４年６月７日 郡山消防署 

32 酒蔵 太平山 郡山市清水台一丁目８番 10 号 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和４年６月 13 日 郡山消防署 

33 薄井ビル 郡山市駅前一丁目１番 20 号 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和４年６月 28 日 郡山消防署 

34 静岡屋茶舗 郡山市虎丸町 24 番３号 自動火災報知設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和４年６月 28 日 郡山消防署 

35 
オクヤマフード  

西ノ内貸店舗 
郡山市西ノ内二丁目 19 番 12 号 自動火災報知設備未設置 

消防法第 17 条 

第 1 項 
建物全体 令和４年７月５日 郡山消防署 

36 ホテル フェアリーイレブン 郡山市喜久田町字権現林 38 番 14 屋内消火栓設備未設置 
消防法第 17 条 

第 1 項 
２階及び３階 令和４年７月 14 日 

郡山消防署 

喜久田基幹分署 

37 ひかり薬局桑野 郡山市島二丁目 11-17 
１.屋内消火栓設備未設置 

 ２.自動火災報知設備未設置 

消防法第 17 条 

第 1 項 

1.１階 

2.建物全体 
令和４年７月 28 日 郡山消防署 

38 パーラージェイクラブ開成店 郡山市開成二丁目 40 番３号 
屋内消火栓設備未設置 

スプリンクラー設備未設置 

消防法第 17 条 

第 1 項 
１階 令和４年８月 12 日 針生救急所 

        

        

※ 本違反公表制度は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置が是正されていない場合に実施するものですから、公表事実以外の消防法違反を存している防火対象物

もあります。 
 


